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1. 高 齢 者 高齢労働者の活躍推進 

近年、少子高齢化が急速に進行し人口が減少しております。そのような状況下、経済社会の活力を維持するため、すべ

ての年代の人々がその特性・強みを活かし、経済社会の担い手として活躍できるよう環境整備を進める必要があります。

その一環として、70 歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とすることなどを内容とする改正高年齢者雇用安定法が

昨年より施行されています。 

本稿では、高年齢者の就業状況を振り返りつつ、高齢者雇用や戦力化に取り組むための雇用体制、制度などをご紹介い

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省統計局「統計からみた我が国の高齢者」 

 

１．高齢者の人口と就業状況 

 2022年の65歳以上の高齢者人口は、3627万人と、

前年（3621万人）に比べ6万人増加して、過去最多と

なりました。総人口に占める割合は29.1％と、前年

（28.8％）に比べ0.3ポイント上昇し、過去最高とな 

りました。 

 また、高齢就業者数は18年連続で増加しており、

2021年は、909万人とやはり過去最多となっていま

す（下図参照）。高齢者の就業率は25.1％で前年と同

率、65～69歳は初めて50％を超えました。 

こんにちは。季節が一気に進みましたね。弊所では年末調整を控え、慌た

だしく毎日過ごしております。さて、10月より雇用保険料率が変更になって

おりますので給与計算をされる際にはご注意ください。従業員負担分が一般

の事業で 3/1000→5/1000となり雇用保険料が上がっています。最近では、

クラウドの給与計算システムで給与計算する場合は、自動で料率が変更にな

るのでとても便利です。ただ、全てが自動で何も問題なく給与計算が法律通

りできるかと言ったら、なかなかそうはなりません。設定などを間違えると

気づかずに割増賃金の一部未払いなどの状態になってしまいます。給与計算

業務に長年従事していますが、本当に奥が深い、更に労基法をはじめとした

様々な法律と関連する業務であると実感する毎日です。      安藤 
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１．労災認定基準の改正 

脳・心臓疾患の労災認定基準については、前回改正

から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場 

 

環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見

を踏まえ、昨年改正されることとなりました。その内

容は次の通りとなっています。 

 

２．高齢者雇用の事例 

高齢者就業者の活躍の場を確保するため、企業はど

のような取り組みを行っているのでしょうか。厚生労

働省では、意欲のある高年齢者がその能力を十分に発 

 

揮して働き続けられる職場づくりに関するアイデアの

普及を目的として、「高年齢者活躍企業コンテスト」を

毎年実施しております。以下に本年度の入賞企業の取

り組みをかいつまんでご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 労  災 脳・心臓疾患の労災認定基準の改正に伴う労災認定の変化 

脳・心臓疾患の労災認定基準が昨年 9月に改正されました。それに伴って、改正以前に発生した労災についても、労災

認定される事例が出てきています。 

本稿では、脳・心臓疾患の労災認定の改正内容をおさらいしながら、近時の労災認定事例についてご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

高年齢者が多いパート社員については、役務遂行レベルを定義したクラス制度、人事評価制度、時給制度を実施し、年

2回の昇給を設けることで、パート社員の戦力化と定着を促進している。（食料品製造業の事例） 

高年齢社員の人間ドック費用を会社が全額負担することで社員の健康維持を図り、提携運動施設が無料で使用できるよ

うにする等、体力づくりにも努めている。 

ライブカメラ等の活用で、高年齢社員が現場から離れた場所でも、現地の監督者に適切な技術指導やアドバイスができ

るようになり、高年齢社員の移動負担、体力負担軽減や現場作業の危険回避にもつながっている。（建設会社の事例） 

承認された改善提案に報奨金を払う改善報告制度を高年齢者も含めた全職員に運用しており、経験豊富な高年齢職員か

らの改善提案が多数採用され、業務の改善に役立っている。（食料品製造業の事例） 

タブレット端末を導入し、高年齢従業員の作業手順、作業方法を録画し、タブレットで閲覧でき、繰り返し作業風景を

見ることで、若年者への技能伝承や、作業手順の見直しなどに役立っている。（食料品製造業の事例） 

定期的に経営層と面談を行い、家庭の事情や健康状態等、高年齢社員の希望に応じて、勤務時間や日数を選択できるよ

う勤務体制や業務負担の軽減を可能とし、長く働ける環境を整備している。（道路貨物運送業の事例） 

従業員の体調や能力と仕事をマッチさせるための「マッチングアドバイザー」を設置し、高年齢者も含めた従業員が相

談できる環境を整え、無理なく勤務継続できる環境を整備している。（高齢者介護サービスの事例） 

１．長期間の過重業務の評価にあたって、労働時間と労働時間以外の負荷要因が見直されました 

労働時間：発症前１か月間に100時間または2～6カ月間平均で月80時間を超える時間外労働の水準には至らないが、 

これに近い時間外労働 

＋一定の労働時間以外の負荷要因 

２．長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因が見直されました 

（赤字の項目が新しく追加されました） 

勤務時間の不規則性＋休日のない連続勤務／勤務時間の不規則性＋勤務間インターバルが短い勤務 

心理的負荷を伴う業務／身体的負荷を伴う業務 

 

３．さいごに 

高齢者就業者数の推移をみるに、働く意欲のある高

年齢者が、その能力を十分に発揮できるよう環境整備

を図っていくことは、これから特に重要となっていく 

 

でしょう。前述の事例を参考として、高齢者が年齢に

かかわりなく働くことができるような体制、制度につ

いて検討してみてはいかがでしょうか。また、その導

入につきましては、お気軽にご相談ください。 
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３. ニュース 
デジタル払い 来年４月スタートへ  

口座残高上限 100 万円に 

厚生労働省は、賃金のデジタル払い（資金移動業者の口座への賃金支払い）を可能とする労働基準法施行規則の改正省令案

を明らかにしました。キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進むなか、労基則を改正し、一定の要件を満たす

資金移動業者の口座への賃金支払いも行えるようにします。改正によって賃金の支払い先として追加されるのは、資金決済法

上の「第２種資金移動業」を営む移動業者のうち、厚生労働大臣の指定を受けた移動業者の口座。労働者の同意を得た場合に、

本人が指定する口座へ支払うことができます。指定要件には、口座残高上限額を100万円以下とすることや、ＡＴＭを利用し

て１円単位で通貨を受け取れることなどを盛り込みます。企業には、賃金支払い方法の選択肢として、銀行口座や証券総合口

座への振込みなども労働者に示すよう義務付けます。公布は今年11月、施行は来年４月１日の予定となっています。 

 

３．短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化しました 

・発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合 

・発症前おおむね１週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合 

・業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合 

・事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合 

・生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合 

・著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合 

・著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻

回な出入りを行った場合 

４．対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加しました 

自動車整備士の事例（京都府） 2022年6月労災認定 

事故年月：2015年7月   労働時間：発症前2～6カ月の月平均時間外労働は最大77時間21分 

認定された事由：空調設備がない中での高温スチーム洗浄作業という作業場の暑熱環境を負荷要因として評価し、総合

的に判断した結果、死亡を業務上の事由によるものと認めた。 

保健施設システム開発の事例（愛知県） 2022年3月労災認定 

事故年月：2019年11月   労働時間：死亡直前1カ月の残業時間70時間42分 6カ月平均71時間44分 

認定された事由：死亡前の3～4カ月には9～13日間の連続勤務を繰り返しており、著しい疲労をもたらす特に過重な業

務に就労していたと認め、総合的に判断した結果、死亡を業務上の事由によるものと認めた。死因は不整脈とみられる。 

 

２．労災認定の事例 

前項の認定基準の変更に伴って、本年労災認定され

た事例には、以下のようなものがあります。いずれの 

 

事例も平均の労働時間は80時間未満であり、一度は労

災申請が退けられたものの、今回の改定により認定決

定したものになります。 

 

３．さいごに 

厚生労働省では、11月に「過労死等防止啓発

月間」の一環として「過重労働解消キャンペー

ン」を行います。そのなかで「長時間労働が行わ

れていると考えられる事業場等に対する重点監

督」を実施し、法違反への是正指導を行うととも

に、重大・悪質な法違反の場合には、送検し公表

するとしています。しかしながら、厚生労働省の

取り組み以前に、不幸な事故を未然に防止すると

いうことは、事業主の安全配慮義務として当たり

前に取り組むべきことでしょう。 

労働時間や連続勤務に関しては、タイムカード等

により適切な管理を行っていれば数字として問題を

把握することが可能です。しかし、心理的、身体的

な負荷についての把握となると、機械的に確認する

ことは困難です。 

産業医面談やストレスチェックなどの確認体制を

導入することも有効ですが、まずは社内コミュニケ

ーションを密にしながら、労働者の変調をいち早く

捉えることができる風土を醸成することが、問題把

握の第一歩となるのではないでしょうか。 
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✿事務所スタッフより✿ 

 

10 月に入って急に寒くなった日に、おでんを食べようと思いスーパーに行くと、練り製品がかなり品薄

になっていたことがありました。急な寒さにみんな温かいものが食べたくなったのだろうな、と思いました。 

毎日の食事について今日は何食べよう・・と考えてしまう時は YouTubeで検索してメニューの参考にして

います。 

「料理研究家リュウジのバズレシピ」やおしゃれなキッチンで素敵に料理する「Koh Kentetsu Kitchen」

を困った時に見ています。 

リュウジさんは常にお酒の入ったジョッキを片手に、吞みながら料理をしていて、最初は少し驚きました。

結構呂律が回ってないのでは？と思う場面もあって、料理よりも「身体大丈夫かな」と気になってしまいま

す。リピートしているレシピは「至高の炒飯」と「悪魔のバタコライス」です。炒飯は生姜のみじん切りを

入れるのですが、それがとても美味しいです。家族の好みに合わせて調味料は調整しますが、簡単なのでお

薦めです。 

昔は料理本に頼る事が多かったですが、今は動画で火加減や焼き具合が分か

りやすくなっているのでとても便利だな、と思っています。     （千葉） 

 

 

 普段めったに写真集なんて買わないのですが、先日、写真集を買いました。「岩合光昭の日本ねこさが

し」という写真集です。 

本の内容は、タイトル通りです。 

日本の風景写真の中に溶け込んで、猫が居る。 

比較的、見つかりやすい写真もあれば、溶け込みすぎて本のタイトルが

「ねこさがし」じゃなかったら猫が居るなんて思わないような写真もあ

ります。（ちなみに私、まだ猫を見つけられていないページがありま

す。） 

 購入後、面白いので家族にも見せたのですが、見る人によって、見つけやすい写真と見つけにくい写真

が違うようで、人が探している姿をみるのもなかなか面白いです。 

「あ！いた！これじゃない？」といいながら、家族が全然違うものを指さしているのを一緒に笑ったり、

自分が苦労したのをあっさり見つけられて「その写真そんなにすぐ見つけられるの！？すごい！」と感心し

たり、中々盛り上がりました。なにより見つけた時の達成感がすごくて、昔好きだった「ウォーリーを探せ」

という絵本を思い出しました。 

「岩合光昭の世界ネコさがし」という本もあるようですので、そちらも今度買ってみようと思っています。

（野村）    

104-0033 

東京都中央区新川 1-10-10 

                                                                とらい館 3 階 

安藤社会保険労務士法人 
ＴＥＬ03-6206-2320 ＦＡＸ03-6206-2321 

URL http://www.ando-sr.jp/ 
                              e-mail ando@ando-sr.jp 

 


